
GX 脱炭素電源法の成立に抗議し白紙撤回を求める意見書(案) 

 

 5 月 31 日、参議院本会議において「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確

立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」(以下「GX 脱炭素電源法」）

が、政権与党他の賛成を得て可決成立した。「脱炭素」の美名のもとで、危険きわまり

ない原子力発電を政策として過剰に優遇し、将来にわたって私たちの負担で延命させ

ようとする本法案の可決･成立の強行に強く抗議し白紙撤回を求めるものである。 

 本法案は、2 月 10 日に閣議決定された「GX 実現に向けた基本方針」に基づいて「脱

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」(以下「GX 推進法」）と

ともに上程された。すでに同法案は修正を経て 5 月 12 日に成立しており、国債発行

も含む 150 兆円という巨額の資金を「脱炭素」の名目でつぎ込むことを経済産業省の

裁量で実行することが認められている。その内容を原発延命に集中させていくのが、

今回成立した「GX 脱炭素電源法」である。 

「GX 基本方針」策定後全国 10 か所で開催された「全国説明・意見交換会」は、被

災地の福島県では開催されず、国会の審議過程で繰り返し求められた福島県での公聴

会開催も行われなかった。被災者の声も反映させず、大事故についての国と電力会社

の責任をうやむやにしたままの原発延命など到底許されるものではない。 

 本来ならば事故の当事者・責任者である電力会社が担うべきさまざまな責任を「国

の責務」にすり替えたことで、脱原発に向かう世界の趨勢に逆行し、技術的に不安定

でありコスト的にも問題の多い原子力発電を、利用者･納税者の負担で支えることが

正当化されることになった。そして、現在の上限６０年という異常に長い原発の運転

期間を、規制委員会ではなく推進する側の経産大臣の意向でいくらでも延長できるよ

う改変されたのである。老朽原発であり被災原発でありながら再稼働が準備されてい

る東海第２原発に隣接する千葉県民として、決して容認できるものではない。 

 以上、本議会は、今回の「GX 推進法」ならびに「GX 脱炭素電源法」の撤回と、真

の意味で環境に配慮した持続可能なエネルギー政策の公正な立案と実施をここに強

く求めるものである。 
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